
消 教 地 第 ２ ７ ０ 号 

平成 27 年７月 10 日 
 

 各都道府県消費者行政主管部長 殿 
 

消費者庁消費者教育・地方協力課長 
 
 

高齢者の消費者被害への対応について 

 

 平素より消費者行政の推進に多大な御尽力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

平成 26 年度の厚生労働省老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金）を

活用し、公益社団法人あい権利擁護支援ネットにより、「セルフ・ネグレクトや消費者

被害等の犯罪被害と認知症との関連に関する調査研究事業」報告書（以下、単に「報告

書」という。）がとりまとめられ、公表されたところです。 

（※http://www.i-advocacy.net/H26houkoku.html） 

今般、報告書の内容を踏まえ、厚生労働省老健局高齢支援課認知症・虐待防止対策室

長より各都道府県高齢者保健福祉主管部長宛に別紙のとおり通知されるとのことですの

で、お知らせするとともに、高齢者の消費者被害への対応について、下記のとおり通知

いたします。 

つきましては、高齢者保健福祉主管部局と連携して、貴管内市町村に対して周知いた

だくとともに、適切な助言及び支援をいただきますようお願いいたします。 

記 

 

昨年、消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）が改正され、地方公共団体が、国及び地

方公共団体の機関、病院、教育機関、消費生活協力団体又は消費生活協力員等を構成員と

して消費者安全確保地域協議会を設置できることが規定されました。消費者安全確保地

域協議会は、消費生活上特に配慮を要する消費者の見守り等必要な取組を行うものであ

り、見守りの対象に関する個人情報を、必ずしも本人の同意がなくても、協議会の構成員

間で共有できる等の特性があります（消費者安全法第 11 条の２、第 11 条の４など）。 

本年３月 27 日に公表した「改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライ

ン」では、地域における見守り活動を一層促進するための指針を示しており、消費者安全

確保地域協議会は、見守り等の取組を効率的・効果的に行い、実効性を高めるという観点

から、地域包括支援ネットワークを始めとする他分野のネットワークと連携しながら高

齢者等を消費者被害から守ることを目指すものであることをお示ししています。 

また、本年３月に「地方消費者行政強化作戦」を改定し、消費者安全確保地域協議会に

ついて、人口５万人以上の全市町に設置することを新たな目標として設定しました。 

各地方公共団体においては、改正法の趣旨を踏まえ、消費者安全確保地域協議会の設置

について積極的に御検討いただきますようよろしくお願いいたします。 

以上 



（別紙） 

老推発 0710 第２号 

平成 27 年７月 10 日 
 

 各都道府県高齢者保健福祉主管部長 殿 
 

厚生労働省老健局高齢者支援課 
認知症・虐待防止対策推進室長 

 
 

市町村や地域包括支援センターにおける高齢者の「セルフ・ 

ネグレクト」及び消費者被害への対応について 

 

 公益社団法人あい権利擁護支援ネットにおいて、平成 26 年度の厚生労働省老人保健健

康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金）を活用し、「セルフ・ネグレクトや消費

者被害等の犯罪被害と認知症との関連に関する調査研究事業」報告書（以下、単に「報

告書」という。）がとりまとめられ、公表されたところです。 

（※http://www.i-advocacy.net/H26houkoku.html） 

今般、報告書の内容を踏まえ、各市町村や地域包括支援センターにおける、セルフ・

ネグレクト状態にある高齢者への対応や、高齢者の消費者被害への対応について、下記

のとおりお示ししますので、貴管内市町村に対して周知いただくとともに、適切な助言

及び支援をお願いします。 

なお、本通知は消費者庁消費者教育・地方協力課とも協議済みであり、その内容は同

課から各都道府県・市町村の消費生活センター・相談窓口にも周知される予定であるこ

とを申し添えます。 

記 

１ セルフ・ネグレクト状態にある高齢者への対応について 

介護・医療サービスの利用を拒否するなどにより、社会から孤立し、生活行為や心

身の健康維持ができなくなっている、いわゆる「セルフ・ネグレクト」状態にある高

齢者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17

年法律第 124 号）にいう高齢者虐待の定義には含まれていませんが、報告書では、高

齢者虐待対応とは別に、市町村の高齢福祉、生活保護、障害福祉、環境衛生等の関係

部署が、介護支援専門員や介護サービス事業所、社会福祉協議会や民生委員、医療機

関、警察等と連携して対応しているだけでなく、高齢者虐待に準じて対応している市

町村や地域包括支援センターもあるなど、地域の実情に応じた工夫が紹介されていま

す。また、保健所・保健センター、都道府県の精神保健福祉センター等との連携やバ

ックアップも必要となります。 

セルフ・ネグレクト状態にある高齢者は、認知症のほか、精神疾患・障害、アルコ

ール関連の問題を有すると思われる者も多く、それまでの生活歴や疾病・障害の理由

から、「支援してほしくない」「困っていない」など、市町村や地域包括支援センタ

ー等の関与を拒否することもあるので、支援には困難が伴いますが、生命・身体に重

大な危険が生じるおそれや、ひいては孤立死に至るリスクも抱えています。報告書に

示された各地域の取組事例も参考としながら、必要に応じて高齢者の見守りネットワ



ーク等の既存のネットワークや介護保険法（平成９年法律第 123 号）に基づく地域ケ

ア会議も有効活用しつつ、セルフ・ネグレクト状態にある高齢者に対応できる関係部

署・機関の連携体制の構築に努めていただきますよう、よろしくお願いします。 

２ 高齢者の消費者被害への対応について 

消費者被害に遭った高齢者は、判断能力の低下等の理由から、「被害に遭っていな

い」「困っていない」など、市町村や地域包括支援センター、消費生活センター等の

関与を拒否することもあるので、支援には困難が伴いますが、このような高齢者が悪

質商法の事業者間で共有される被害者の名簿に登載され、繰り返し被害に遭う可能性

も高いことが指摘されています。各市町村においては、報告書に示された各地域の取

組事例も参考としながら、必要に応じて高齢者の見守りネットワーク等の既存のネッ

トワークや介護保険法に基づく地域ケア会議も有効活用しつつ、判断能力の低下が疑

われる高齢者等の消費者被害に対応できる関係部署・機関の連携体制の構築に努めて

いただきますよう、よろしくお願いします。 

なお、昨年、消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）が改正され、地方公共団体が、

消費者安全確保地域協議会を設置できることが規定されました。本改正は、国及び地

方公共団体の機関、病院、教育機関、消費生活協力団体又は消費生活協力員等は協議

会を構成することができ、消費生活上等に配慮を要する消費者の見守り等必要な取組

を行うというもので、見守りの対象者に関する個人情報を、必ずしも本人の同意がな

くても、協議会に提供できる等の特性があります（消費者安全法第 11 条の２、第 11

条の４など）。本年３月 27 日に公表した「改正消費者安全法の実施に係る地方消費者

行政ガイドライン」では、地域における見守り活動を一層促進するための指針を示し

ており、地域包括支援センター等が構築を推進している地域のネットワークとの連携

も十分考えられるところであり、適切な対応をお願いします。（本年３月２日・３日

の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において連絡済み。） 

３ 老人福祉法に基づく対応について 

老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）においては、高齢者の権利擁護の観点から、

市町村の役割として、第 10 条の４又は第 11 条の規定に基づくやむを得ない事由によ

る措置や、第 32 条の規定に基づく成年後見制度の市町村長申立ての仕組みが定められ

ています。 

特に、生命・身体・財産に重大な危険が生じるおそれのあるセルフ・ネグレクト状

態や消費者被害に遭った高齢者に対し、市町村長は、事実確認を速やかに行い、老人

福祉法に基づく措置（やむを得ない事由による措置）を行う必要があります。 

また、医療と介護の総合確保の観点からも、市町村が地域の医療機関や保健所等と

緊密に連携し、適切に対応することが重要です。さらに、高齢者の判断能力の程度に

応じて、老人福祉法に基づき、市町村長による成年後見申立が的確に行われ、認知症

高齢者等の権利擁護のために必要な選択・契約、財産管理をする成年後見人等が選任

されることも重要です。 

セルフ・ネグレクト状態にある高齢者への対応や判断能力の低下が疑われる高齢者

の消費者被害への対応に当たり、老人福祉法に基づく市町村の権限の適切な行使をよ

ろしくお願いします。 


